
区 民 福 祉 委 員 会 

令和２年６月２４日 

 

墨田区高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

 （事業） 

第３条 サービスセンターは、第１条に規定 

する目的を達成するため、次に掲げる事業

を行う。 

⑴ 〔略〕 

⑵ 介護保険法第８条第１８項に規定する 

認知症対応型通所介護に関すること。 

 ⑶～⑺ 〔略〕 

別表 

名称 位置 

墨田区はなみずき高 

齢者在宅サービスセ 

ンター 

〔略〕 

〔削除〕 

墨田区なりひら高齢

者在宅サービスセン

ター 

〔略〕 

墨田区うめわか高齢 

者在宅サービスセン 

ター 

〔略〕 

 

 〔同左〕 

第３条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

⑵ 介護保険法第８条第１７項に規定する 

認知症対応型通所介護に関すること。 

 ⑶～⑺ 〔略〕 

別表 

名称 位置 

墨田区はなみずき高 

齢者在宅サービスセ 

ンター 

〔略〕 

墨田区たちばな高齢

者在宅サービスセン

ター 

東京都墨田区立花三

丁目２番９号 

墨田区なりひら高齢

者在宅サービスセン

ター 

〔略〕 

墨田区うめわか高齢 

者在宅サービスセン 

ター 

〔略〕 

   

付 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第３条第２号の改正規定は、

公布の日から施行する。 

 


